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支部規約を改正し支部の再編を提案します  
― (6) 支部長会での議論 ― 

支部長会では、支部役員会や支部総会で会員の皆様からお寄せいただいたご意見を 

もとに話し合いを重ねてまいりました。 

今回は、7 月 14 日開催の正副支部長会と 8 月 18 日開催の支部長会の報告をい 

たします。 

 7 月の正副支部長会では、まず京都市社会福祉協議会より支部事業に対する助成金 

の申請方法について回答があり、具体的にはどのように申請するのが良いか協議しま 

した。 

次に育成ニュースでお知らせしている再編(案)の目的と各支部独自の事業について 

確認をしました。再編の目的は、役員の選出が困難な支部が増えてきたため 1 つの 

支部の人数を増やし役員の選出をしやすくすることにあります。支部独自の事業につ 

いては、再編後も今までどおりに行うことができます。 

 以上の確認を行った後、再編する支部ごとに集まって顔合わせと、情報交換を行い 

ました。 

 各支部の運営のしかた、事業の内容など、お互いのことを知って再編に向けて一歩 

を踏み出す密度の濃い話し合いが出来たと思います。これをきっかけに新しい支部で 

一緒に行った方が良いことや、今までどおり各行政区ごとに行った方が良いことなど 

運営について支部同士で話し合いを続けていただくようお願いしました。 

 8 月の支部長会では、まず区社会福祉協議会からの共同募金助成金の申請について 

引き続き意見交換をしました。その後、支部でどのような話し合いがされたか報告を 

行いました。 

再編に積極的な支部もあれば慎重に考えておられる支部もあります。会員の皆様と 

のつながり、区社会福祉協議会はじめ行政や諸団体との連携、支部独自の事業など今 

後どうなるのかわからない事が多々あると思います。様々なご意見をいただいており 

ますが、皆様が育成会の組織を維持し良くしていきたいというお考えを持っておられ 

ると思っています。 

 会員の皆様にはわからないことやご要望を各支部長へお寄せください。支部長会で 

情報を共有し、皆様のお力添えをいただきながらより良い方向を目指していきたいと 

思います。皆様にこれまでの経緯とこれからの進め方についてご説明するため説明会 

の開催を検討してまいります。                   (支部長会担当理事 玉村、杉本) 
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新型コロナワクチンの接種に関して 

合理的配慮を必要とする方について 
 

新型コロナワクチンの接種が進んでいるところですが、知的障害を含む重度障害をお持ちの方

の中には、接種に際し合理的配慮の必要な方がおられます。 

この度、京都市では、事前にお申し入れがあった場合に、あらかじめ接種担当機関に合理的配

慮の内容を伝えて、対応を申し入れる取扱いを行うこととなりましたので、ご希望の方は、事務

局又は、工房にお伝えください。 

 この申し入れは、団体を通じて行う必要がありますので、個別に接種会場に申し入れを行うこ

とはできません。ご注意ください。 

 手続きのながれ 

  1  京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイトにインターネットで申込又は京都市新型コ

ロナワクチン接種コールセンターへ電話(0570-040808)して申込みます。 

  2  次に事務局又は事業所に合理的配慮の申し入れを行います。 

    その際に次の事項をお申し出ください。 

   ・接種者の氏名、生年月日、接種を希望する接種会場 

   ・希望する合理的配慮の内容(別室で接種を受けたい、など) 

  3  申込みいただいた内容を連絡票にまとめ京都市に提出します。 

申込みいただいたのち、接種担当の担当者から確認の連絡が入ることがあります。内容に

よっては応じられない場合もありますので、あらかじめご了承願います。 
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～～～ 7 月・８月青年学級だより ～～～ 
今年度初めての日曜教室を 7 月 4 日・18 日に行いました。 

前半/後半の二部制の為、季節感のある 7 月の七夕かざりを変更して、15 ㎝×10 ㎝のベニヤ

板に木工ボンドを塗り、色付き砂を振りかけ模様にする「砂絵」にチャレンジして貰いました。

（壁掛けになります） 

初めての作品でボンドの量、振りかける砂の量の作業の連続に、皆さん苦労されておりました。 

コロナ禍での久しぶりの日曜教室に前半 32 名、後半 37 名の参加者がありました。 

始まったばかりの日曜教室ですが 8 月は夏休みでお休みになります。 

 

6 月から準備しておりました【第 46 回親睦大運動会】の開催プログラムの概要（案）を 8 月

5 日に事業所運営委員会で説明・・訂正・・7 日理事会で承認して頂きました。 

 そして、18 日支部長会にて、会員さんへのプログラムや島津アリーナ京都でのコロナ対策に関

する各種書類を配布する予定でした。ところが 17 日に急遽【中止】となりました。 

 

緊急事態宣言が｢9 月 12 日迄｣と発令され、9 月の青年学級日曜教室も中止となりました。 

 

10 月以降の日曜教室について 8 月 23 日に指導の先生に相談させて頂き、10 月は 9 月の予

定を繰り下げて行う事になりました。 

「中止と予定変更のお知らせ」は、個別に郵送させて頂きました。 

 

青年学級活動内容の変更、中止等、今後の状況については、コロナウイルス感染症に関わる予

防措置として、利用者の健康を重視したものとご理解いただき、ご協力を宜しくお願いいたしま

す。 

 

青年学級担当理事 小谷 上田 
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～休日は野球を楽しんでいます。でも今はコロナで・・～ 

西大路工房 藤原 敬章 

 

京都市軟式野球連盟左京支部のＡ級※に所属して野球をやっています。ちなみに昨年まではＢ

級でした。年間に 6 大会ほどあり、各級により、大会も異なります。Ａ級では国体、天皇杯が

大きな大会となり、勝ち上がって行けば全国大会まで続いていきます。 

一昨年はコロナの影響によりほとんどの大会が中止になり、再開されたのが昨年 7 月になっ

てからでした。 

再開後は健康チェックシートの提出、ベンチ内マスク着用、整列はベンチ前で間隔を開けて、

試合前の先攻後攻のジャンケンは握手なしで離れて、飲み物は個別に持参して回し飲みしない

等、決まり事が増えました。 

そんな中、支部の推薦により出場した全京都軟式野球選手権大会では 1 回戦不戦勝、2 回戦

3 対 0、準々決勝で元強化指定チームに 0 対 8 で負けてしまいました。 

チームのメンバーは 20 代から 50 代まで各年代いて、54 歳の私が最年長です。 

最近、なかなか試合には出てないですが、オーダーを決めたり、サインを出したりしてチーム

内でコミュニケーションをとりながら、楽しくやっています。 

あと、高校の 50 歳以上のＯＢで構成している 500 歳野球にも登録してプレーしています。

しかし一昨年はコロナの影響で春と秋にある大会はありませんでした。試合のない時、御所の中

にあるグラウンドが利用できたら練習もしています。 

 

※筆者注 経験者として申し上げますと、Ａ級はなかなかのものです。 

 

【さて、私はどこにいるでしょう】 
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学びのコーナー(7)   どうなる令和 3 年度障害保健福祉施策 

  (その 3) ～障害者雇用～ 

 

今回は、我が国の障害者雇用対策についてお伝えします。厚生労働省障害者雇用対策課の小林

孔氏の発表を引用させていただきます。 

 

障害者雇用対策の基本方針(平成 30 年１2 月 28 日 閣議決定) 

障害者が希望や能力・適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社

会、障害者とともに働くことが当たり前の社会を目指していく必要がある。 

 

「障害者が活躍することが普通の社会、当たり前の社会を目指す」とありますが、実態をみる

と、国はこの基本方針の実現のため、民間企業や公共団体に障害者を従業員の一定率(障害者雇用

率という)以上雇用するよう、義務付けています。 

障害者雇用率 (令和 3 年 3 月 1 日現在) 

民間企業 2.3% 国・公共団体 2.6% 

特殊法人 2.6% 都道府県等教育委員会 2.5% 

 

更に雇用率の達成のため、障害者雇用納付金制度を設けています。 

この制度は、年間の労働者数が 100 人を超える月が 5 箇月以上ある事業者に対し、雇用率に

満たない人数×5 万円/月を徴収します。 

それらの総額は、360 億円にのぼり、この徴収金を原資に雇用率を達成した事業者に配分しま

す。100 人以上の事業者にはひとり当たり 2 万 7 千円/月が支払われます。 

このように、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有するという考えである、「共同社会

連帯の理念」に基づいて障害者雇用納付金制度が設けられています。 

障害者の雇用確保のための「アメ」と「ムチ」政策と言えなくはありませんが、高い理想を実

現するためにはやむを得ないかもしれません。 

当面は、国が先頭に立って誘導する必要がありますが、いずれは社会全体に障害者への理解が

拡がり、自然に雇用率が達成できることが理想だと思います。 

 

紙面の関係で障害者雇用の現状を詳しくお伝えすることはできませんが、気になるデータを紹

介したいと思います。 

年齢別雇用割合 

左表を見ると、身体障害者と知的障害者の年齢分

布がほぼ逆であり、知的障害者の 55 歳以上の割合

が限定的なことが分かります。 

 

 

 24 歳以下 55 歳以上 

身体障害者 2% 39% 

知的障害者 32% 3% 
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                                    (7)      昭和 31 年第 3 号 

- 機関誌「いくせい」が伝えてきたこと – 

  今回も昭和 31 年 6 月発行の機関誌「いくせい」第 3 号からお伝えします。 

同号には、ある市会議員が「京都市における精神遅滞児の教育方針について」と題する寄稿を

しておられます。 

テーマは、精神遅滞児にとって、普通学級に併設の特別学級を設置するのが良いか、独立した

教育施設をつくるのが良いか、というものですが、まず、この議員は、それぞれの長所・短所に

ついて次のように述べておられます。(紙面の関係で短所は省略します)。 

 

 特別学級の長所 

1 学校の行事を通じて普通児と交わる機会が多く社会的人間関係を築いて行ける。 

2 成績の向上につれて普通学級へ移動できる。 

独立した支援校の長所 

1 特別な施設を整え、これを十分利用することができる。 

2 学級経営がスムーズに行える。 

 

この議員は、このような分析をしたうえで、当時の市の財政状況から、併設の特別学級の拡充が

望ましいとの結論を導いておられます。 

しかしながら、当時の特別学級の状況はというと・・・ 

 

現在、小学校 140 校中 14 学級、中学校では 56 校中 10 学級しか設置されていない。小学

校では遅滞児のうち、約 4%、中学校の方は、約 7%がこの学級に入っているのみである。 

一日も早く全部の子等に適当な教育を受けさせるよう努めたい。 

 

ちなみに京都市における知的発達に遅れのある児童の教育施設の歴史をみると、明治 38 年に

淳風尋常小学校に特別私級が私設されたのに続き、大正 11 年には公立小学校に特別学級が設置

されています。 

そして昭和 31 年の公立養護学校整備特別措置法の成立以降、昭和 33 年に桃山小学校呉竹分

校(現呉竹総合支援学校)が誕生したのをはじめとして 7 校の市立養護学校が誕生しました(京都市

ＨＰより)。 

この議員や数多くの人の志が、今日の教育施設の充実に結びついていることは言うまでもあり

ません。 
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事業中止のお知らせ 

 

新型コロナウイルスの急激な感染拡大により、各種事業を中止することとなりました。 

いずれも京都手をつなぐ育成会の主要事業であり、中止は大変残念ではございますが、何卒、

ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。また、主催者から通知の連絡があった

事業も併せてお知らせします。 

京都手をつなぐ育成会の事業 

・親睦大運動会 

・本人部会バスツアー 

・京都市障害児・者福祉研修大会 

・ふれあい育成まつり 

他の主催者の主な事業 

・ほほえみ広場 2021(京都市) 

・唐橋西寺育成苑まつり(西寺育成苑) 

・美山育成苑「苑まつり」(美山育成苑) 

  ・オータムフェスタ 2021(よしだ学園) 

 

来年こそ、皆様に安心して参加していただける事業が開催できるよう心から願っています。 

 

第 2 回弁護士法律講座開催のお知らせ 

日時  令和 3 年 10 月 15 日（金）１０：００～１２：００ 

場所  京都手をつなぐ育成会事務局  3 階会議室 

テーマ 「障害者のマイナンバー制度について」 

講師  長尾 充大（ながお あつお）弁護士 

＊人数を制限しての開催となります。20 名で締め切らせていただきますので、参加希望

者は 10 月 8 日（金）までに下記にご連絡ください。 

  京都手をつなぐ育成会事務局 ☎０７５－３２２－１０７０ 
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[無料電話・メール相談等本部受付件数]  

≪8 月 相 談 件 数≫  

 療育 7 件 施設 2 件  

その他 6 件 弁護士 1 件 

  

令和 3 年の法律相談  9:30～12:30      

10 月 2 日（土）  担当弁護士 永井 弘二 氏 

当番の相談員もいます。お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【１０月 活動計画】 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

夏季麺類頒布数 119 個でした。 

ご協力ありがとうございました。 

 

第１回弁護士法律講座の報告 

令和３年 7 月 5 日（月） 参加者 19 名 

京都手をつなぐ育成会本部 3 階会議室に於いて、第１回弁護士法律講座が開催され、御所南法

律事務所の脇田喜智夫弁護士に、「成年後見制度を学ぶ」のテーマで講義していただきました。 

成年後見制度の生まれたきっかけや、成年後見制度とは、どういうもの？ 

任意後見制度と法定後見制度について。制度利用の大まかな流れ等、基本的な部分をわかりやす

くお話ししてくださいました。 

参加者からは、お話をお聞きし成年後見制度のことを再認識できた。とても分かりやすかっ

た。ただ、いざ利用するとなると、利用しにくい点も多く、利用のタイミングもわからない。と

いう使いづらさや制度に対する不安の声もありました。この学びを通して、今後、より利用しや

すい制度になれば良いな、と思いました。           相談担当理事（田中・吉田） 

 

  

 

 
2  役員例会 法律相談 

７   啓発キャラバン 九条塔南小学校にて実演 

12     文化委員会 

13     支部長会  

14     コールいくせい練習 

15     弁護士法律講座 

28     コールいくせい練習 

 

 

 

   


